
＊病院へのご意見・ご要望・苦情等につきましては、別途「患者相談窓口」を設置しています 

独立行政法人国立病院機構青森病院〒038-1331 青森県青森市浪岡女鹿沢平野 155-1 

 

 

 
 

 

 

 

 

当院では、地域医療連携室に所属する医療ソーシャルワーカーが、

みなさまのご相談をお受けしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルワーカーは、病気や障害などがあっても、健康でいきいきと生活して頂くことができ

るように、社会福祉・社会保障の立場から社会生活の安定を図るお手伝いをする職種です。 

つぎのようなご相談をお受けしています（秘密厳守）。お気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、必要に応じて院内職員・地域の支援機関・関係機関との連絡調整を行います。 
＊医師、看護師、その他院内職員、＊市役所、＊福祉事務所（生活保護など）、＊保健所（結核予防、難病、小児慢性医療など）、＊

ハローワーク、＊児童相談所、＊介護保険のケアマネージャー、＊介護保険、障害福祉関連事業所など 

 

＜地域医療連携室＞

担当：医療社会事業専門員（ソーシャルワーカー） 

   （社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員）

 

医療福祉相談のご案内 
独立行政法人国立病院機構 青森病院 

・医療費の負担が心配。制度として活用できるものはないか。 

・病気や障害などで働けないので、収入のことが心配。制度はどうなっているのか。 

・病気や障害を抱えて、これからの生活が不安。 

・高齢のため、これからの生活が不安。 

・家族のことが心配。子どもの養育、高齢者の介護などが心配。 

・病気や障害を抱えて、学校のこと、仕事のことが心配。 

・これから在宅で療養生活を送っていくことができるのか不安。 

・様々な福祉制度について知りたい。 

・介護老人保健施設、グループホーム、老人ホームなどの情報が欲しい。などなど･･･ 

お気軽にご相談くだ

さい！ 
(医療福祉相談窓口又は院

内職員へ、相談希望の旨お

申し出ください) 

相談受付時間：平日（月曜日～金曜日）８：３０～１７：１５ 

      （＊窓口休業：国民の祝日等に規定される休及び・年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）） 

窓口設置場所：医事事務室 

      （ご相談希望の方は、受付窓口もしくは病院職員へお申し出ください） 

連 絡 先：０１７２－６２－４０５５（内線：1134／5584／5560） 

責 任 者：医療相談係長   担当者：医療ソーシャルワーカー 


